
平成１６年度（平成１５年度決算）経営評価　県評価調書概要 H16.10.1　分権行革特別委員会資料

団体のあり方 組織運営 事業実績 財務内容

1

1
現
状

中長期的視点での学術研究等に対する支援
財団として存在意義があり、また成果を地域に
還元する役割を持つ。現在、見直し懇談会を
設置しあり方について検討中。

県立大学と密接な関係があり、プロパー
職員を置かず県立大学職員３名の兼務で
事務を行っている。

研究支援、公開シンポジウム・公開講座等
を行い、多数の県民の参加や研究成果の
公表を行い、還元している。

運用財産の取り崩しが財源のほとんどを
占める。

課
題

今後の財源確保が課題。

2

2 現
状

アクアスの維持管理運営における業務の専門
性に対応している。県民への学習機会提供の
面でも柔軟に対応しており、施設とともに地域
における役割を果たしている。

退職プロパー職員の補充を契約職員で対
応。学習機会の提供という住民サービス
向上のため「学習交流課」を組織見直し
の中で設置。

館の維持管理はもとより、各種企画展示
の実施、参加型体験スクールの実施、集
客対策の実施により目標を上回る入館者
の数を実現。

１５年度決算まで黒字継続しており良好。

課
題

今後の入館者数の減少に対して、今後の
集客対策の検討が必要。

3

3 現
状

定住人口拡大のため、地域づくり・就職支援・
ＵＩターン支援を行う。地域との信頼関係を構築
し、機動的な事業展開を行う。

理事会等見直し、評議員会から経営委員
会に変更。

産業体験による定住者が延べ３８５名、就
職フェア参加者が例年２０００人など着実
に成果を上げている。

安全性・健全性については問題がない。

課
題
財団相互の連携、効率化の面から他団体の支
援目的が類似した業務との統合を検討。

基本財産運用益の減少による自主事業の
積極的展開が困難になる懸念がある。

4

4 現
状

男女共同参画社会の実現に向け、県民の自
主的活動を促し、県民との協働による事業推
進をこれまでの幅広いネットワークを生かしな
がら実行できる団体として役割を果たしてい
る。

理事会等見直し、評議員会から経営委員
会に変更。プロパー職員の給料見直し、
嘱託職員の雇用形態の変更による人件
費の縮減実施。県派遣職員１名減。

県委託事業、自主事業ともに適正な執行
がなされている。収益事業が利用者の減
少もあり赤字となっている。

公の施設の管理運営と県事業の受託団
体であるため、県への財政依存度が高
い。

課
題

収益事業については、可能な限りＰＲに努
める必要が有るが、存廃を含め検討が必
要。

県からの事業量の減少が見込まれ、また
財源の１つである運用財産の枯渇も懸念
される。財源の確保が課題。

5

5 現
状

福祉や環境など地域課題に住民自らが主体
的に取り組むことが益々重要となっている。そ
れらの活動を総合的に支援する団体として重
要な役割を果たしている。

理事会等見直し、評議員会から経営委員
会に変更することを予定中。

県内各団体からの幅広い意見を反映した
取組を実施。

県への財政依存度が高い。事業量の減少
が懸念される。受益者負担など財務上の
検討が必要。

課
題

県の厳しい財政状況を踏まえた効率的な
事業展開・組織運営の実施、受益者負担
などの検討が必要。

(財)北東アジ
ア地域学術交
流財団

(財)しまね海
洋館

(財)ふるさと
島根定住財
団

(財)しまね女
性センター

(財)島根ふれ
あい環境財団
２１

名　　　　称

県
出
資
比
率
50
％
以
上



平成１６年度（平成１５年度決算）経営評価　県評価調書概要 H16.10.1　分権行革特別委員会資料

団体のあり方 組織運営 事業実績 財務内容名　　　　称

6

6 現
状

三瓶山を中心とした自然環境の保全や普及啓
発はもとより、県内全域にわたる自然環境につ
いての知見の蓄積を持つ。県内各地の環境関
係団体・施設の中心的役割を担う。

理事会等見直し、評議員会から経営委員
会に変更。

自然館運営のノウハウを持つが、業務の
ルーティン化が懸念される。

県への財政依存度が高い。

課
題

三瓶自然館の維持管理運営にとどまら
ず、普及啓発につながる蓄積された研究
成果の公表や博物標本等の利用を今後
積極的に行う必要がある。来館者の増加
につながる情報発信を今後検討。

館運営における利用料金制の導入や、県
以外からの事業受託等の財源確保を検討
する必要がある。

7

7 現
状

島根県文化振興指針に基づき、県と補完しあ
いながら各種文化事業を実施するとともに、文
化活動のセンター的機能を発揮し、文化振興
の中核を担う。

管理委託している６施設の効果的な運営
のため、人事異動ルールによる人事交流
を実施。

県及び県教委からの施設管理運営を実施
するとともに、目的に沿った文化振興事業
を展開がなされている。

県への財政依存度が高まっている。

課
題

役員構成の見直しが必要。
民間助成金等県費以外の財源を確保する
とともに、より一層の効率的な運営を行う
必要がある。

8

8
(財)島根県並
河萬里写真
財団

現
状

文化遺産写真を活用して文化振興を目的とし
ているが、あり方の検討をする中で類似の団
体への統合を目指す。

9

9 現
状

県内の民間国際交流団体の中核として貢献し
ている。民間交流団体との連携強化・ネット
ワーク化に取り組む必要が出てきており、引き
続き国際化の推進に取り組む。

理事会等見直し、評議員会から経営委員
会に変更。県派遣職員１名減。

在住外国人向け施策の拡充と民間の国際
交流機会提供事業の縮小など情勢の変
化に対応した事業展開を図っている。

基本財産運用収入の減少により、運用財
産の必要最小限の取り崩しで補っている。

課
題

市町村合併による市町村の国際化事業の進
展を見極めながら、事業展開を見直す必要が
ある。

経営の効率化と経費節減に努める必要が
ある。

10

10 現
状

離島や中山間地域を多く抱える地理的条件の
下、検診事業を主体に県民の健康増進に大き
く貢献している。

環境検査事業については、高精度・迅速
化に対応し検査過程の国際標準化実施。
検診事業では受診率の維持に努めるとと
もにその他多様な県民ニーズに対応。

公社全体として利益剰余を上げ、堅調な
経営。

課
題

理事会、評議員会について県関与のあり
方を検討

検診事業については受診者の減少や中
山間地・離島での実施が高コストとなるこ
とから赤字が続いている。より効率的な経
営感覚を取り入れた事業推進が必要。

(財)三瓶ﾌｨｰﾙ
ﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ財
団

(財)島根県環
境保健公社

(財)島根県文
化振興財団

(財)しまね国
際センター

県
出
資
比
率
50
％
以
上
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団体のあり方 組織運営 事業実績 財務内容名　　　　称

11

11 現
状

県との関係を薄めながら財政的に独立し、県
民の医療福祉に寄与する財団法人として存
続。

理事会等見直し、経営委員会の設置。事
務局常務と事務局長兼任化実施。

研究、難病相談・移植バンク、検査・検診
事業とも規模を維持し順調。

単年度収支では赤字の状態。

課
題

収益事業での積極的展開と内部組織の簡
素化や経費縮減が必要。

12

12 現
状

高齢者の生き甲斐と健康づくりの推進を中心
に全県的な事業を展開。各種事業をとおして
県民への意識啓発を図り、その役割を担う。

監事選任を県職員から公認会計士に変
更

高齢者の社会参加機会の提供に積極的
に活動を展開。健康づくり対策についても
官民一体となって展開し、県民運動として
広がりつつある。

県補助金が減る中で受益者負担の導入に
より財源確保に努めている。

課
題

県の財政的関与の強い団体であり、県の財政
状況から組織全体のあり方について見直しが
必要。

運営は県補助金と基金取り崩しで行われ
ており、大幅な事業費削減が不可避。単な
る経費節減や受益者負担の取組では対
応困難。

13

13 現
状

障害者スポーツの企画から実施・運営を行い、
スポーツを通じた障害者の社会参加の促進に
貢献。引き続き現状の活動を維持していく。

評議員会から経営委員会に変更。県社会
福祉協議会と事務局統合実施（H16年４
月）

県受託事業である県大会開催や全国大会
派遣や選手強化とともに各地区毎の団体
の育成も行っている。障害者スポーツの振
興を通じて障害者の社会参加の促進に寄
与。

基本財産果実が減少しているが、賛助会
費等の増収に努めており、健全な経営を
行っている。

課
題

14

14 現
状

森林の持つ公益的機能の維持増進、中山間
地域における雇用の確保に大きく貢献してい
る。作業員の高齢化の進展もあり、今後も事業
展開が必要。

理事会等見直し、評議員会から経営委員
会に変更。

年間を通じ安定的に従事する基幹作業員
の割合を向上（Ｈ５：34%→H14：44%）。

基本財産運用収入の減少により、運用財
産の取り崩しで補っている。

課
題

森林組合等の経営状況に応じ、事業内容
をさらに見直す必要がある。

15

15 現
状

森林資源の充実と中山間地域の振興及び県
土の保全に大きく貢献。公社分収林は、県産
材の供給源として期待されており、また分収林
契約の遂行責任から事業を継続する必要があ
る。

理事会の見直し、監事への県職員選任取
りやめ。グループ制実施。経営計画に基
づく組織の合理化を検討。

新規植栽はH15年から凍結。保育事業は
整備目標の９０％を実施。

「検討委員会」報告により債務負担の軽減
や経費圧縮などの経営改善策実施中。長
伐期施業転換による低利資金への借換に
より償還金の縮減実施。

課
題

「林業公社長期経営計画検討委員会」報告に
基づく、「林業公社経営計画」の着実な実施が
必要。

(財)島根難病
研究所

(財)しまね長
寿社会振興
財団

(財)島根県障
害者スポーツ
協会

(財)島根県み
どりの担い手
育成基金

(社)島根県林
業公社

県
出
資
比
率
50
％
以
上
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団体のあり方 組織運営 事業実績 財務内容名　　　　称

16

16 現
状

コンベンションの開催は、地域への社会的・経
済的波及効果が大きく、県内全域を対象に誘
致活動を行う唯一の団体として、コンベンション
による地域活性化を図る上で、重要な役割を
果たしている。

評議員会から経営委員会に変更。
コンベンション誘致・支援については順調
に増加。会館管理においては稼働率が低
下傾向にある。

会館管理は利用料金制を導入しており自
主的な管理運営が図られ財務内容は健
全。基本財産の運用益の減少が見込まれ
る。

課
題

役員、派遣職員等県の関与について見直
す必要がある。

コンベンション誘致・支援については入込
客数等の数値目標による成果の測定が必
要。会館管理については顧客ニーズの分
析によるサービス向上等の対策を行う必
要がある。

稼働率向上策の検討及びコンベンション
誘致については賛助会員の拡大による会
費収入の確保などに取り組む必要があ
る。

17

17 現
状

産業振興施策の中核的実施機関として、その
担う役割は大きい。他の経済団体や民間との
連携・協働を推進し、より一層効率的な事業展
開を図っていくことが重要。

評議員１名減

技術振興、販路開拓、経営革新、国際化
など多岐に渡る分野において相談件数は
増加している。事業評価の実施・公表、事
業毎の成果指標の設定、目標数値の設定
など成果重視の取組を実施。

財務内容は健全

課
題

18

18 現
状

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき設
立された団体。住宅供給公社との管理部門の
統合実施。

県住宅供給公社との管理部門の統合、土
地造成部門の縮小を検討実施。県関与低
減の視点で役員構成の見直しを平成１６
年７月に実施。

土地造成事業の縮小、用地取得業務の拡
大を検討している。

公共事業の減少による事業量の減少と職
員の高齢化により収益が悪化しつつある
が、多額の剰余金等により当面の経営に
は支障を来していない。

課
題

公共事業を取り巻く環境の変化により、公社の
あり方、業務のあり方について抜本的に検討
することが不可避。

県事業の減少が予想されるため、国及び
市町村からの受託事業を拡充する必要が
ある。

県からの受託事業の減少が見込まれるこ
とから、業務のあり方を検討し健全化に努
める必要がある。

19

19 現
状

地方住宅供給公社法に基づき設立された団
体。県住宅施策の具体化や県民に対する良質
な住宅の供給、良質な住環境形成に先導的な
役割を果たしている。

県土地開発公社との管理部門の統合、県
関与低減の視点で役員構成の見直しを平
成１６年７月に実施。

地方住宅供給公社法に基づく宅地造成事
業等の自主事業の実施とともに県営住宅
の管理受託事業、「定住促進賃貸住宅事
業」など先導的事業を展開。

長期借入金は住宅金融公庫融資であり、
また多大なリスクを伴う先行投資的な開発
事業は行っておらず健全である。

課
題

都市部における直接供給を段階的に縮小し中
山間地域等においては供給主体となるととも
に地域のニーズに合わせた事業展開が必要。

(財)しまね産
業振興財団

(財)くにびき
メッセ

〔特〕島根県
土地開発公
社

〔特〕島根県
住宅供給公
社

県
出
資
比
率
50
％
以
上



平成１６年度（平成１５年度決算）経営評価　県評価調書概要 H16.10.1　分権行革特別委員会資料

団体のあり方 組織運営 事業実績 財務内容名　　　　称

20

20 現
状

県内の地方公共団体の事業執行を支援すると
ともに、民間や地方公共団体で実施することが
難しい公共事業で発生する建設残土のリサイ
クルヤード運営など公共性の高い事業を実
施。

理事会等見直し、評議員会から経営委員
会に変更。

建設副産物再利用促進事業については、
リサイクルヤードの建設を行い、その後の
管理運営を実施する。

県からの受託事業量に対応した、適正な
職員配置をしており大きな問題はない。

課
題

市町村への支援を拡充すること等により、
適正な事業量の確保に努めなければなら
ない。

県からの受託事業の減少がさらに見込ま
れるため、市町村からの受託を拡充する
必要がある。建設副産物再利用促進事業
における施設整備のための借入金が大き
くなるが、計画どおり償還できるよう事業
管理に努める必要がある。

21

21 現
状

建築物に関する安全性の確保や適正な維持
管理を推進するとともに県の建築住宅施策を
補完し、県民の生命、健康及び財産の保護に
寄与している。

理事会等見直し、評議員会から経営委員
会に変更。

県の受託業務に加え、自主事業として当
初から行っている特殊建築物の定期調査
報告業務や新たな自主事業の展開を図っ
ている。

借入金もなく堅実な状況。

課
題

監査指摘による特殊建築物定期調査報告
の報告率向上に努める必要がある。

22

22 現
状

暴力団に絡む相談業務等の暴力団進出に対
する予防的な業務、被害者への事後対応業務
を担い重要な役割を果たす。民事介入暴力、
行政対象暴力など新たな動向に即応した対応
が必要。

評議員会構成の見直し実施。
定期的な講習会の開催や暴排県民大会
開催など恒常的な活動と暴力相談対応、
被害者支援を随時実施。

基本財産運用収入の減少により、財源確
保が厳しく、寄附募集に頼る脆弱面があ
る。

課
題

民事介入暴力、行政対象暴力等の変化に
対応できるよう情報収集や研修の充実を
図る必要がある。

諸事業展開の中で、センターの存在感、存
在価値を広く定着させ、計画的に寄附募
集を図るなど中長期的な財政基盤づくりが
必要。

23

1
現
状

旧日本育英会の高等学校奨学金の移管や、
近年の経済情勢から奨学金受給希望者が増
加しており必要性が高まっている。

理事会等見直し、評議員会から経営委員
会に変更。

奨学金、就学資金の貸与、大阪学生会館
の設置運営を目標どおり実施。

補助金等に依存しない自立した事業実施
がなされているが、運用財産の取り崩しに
よる補填がわずかに必要な状況。

課
題

高等学校奨学金事業は従来と比べて規模の
大きいものであり、経営上の影響が大きい。事
業内容、実施体制等充分な検討が必要。

(財)島根県育
英会

(財)島根県建
設技術セン
ター

(財)島根県建
築住宅セン
ター

県
出
資
比
率
50
％
以
上

50
％
未
満

(財)島根県暴
力追放県民セ
ンター
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2 現
状

民間事業者による産業廃棄物処理施設整備
が困難な中で、３セクの信頼性を活かしたセン
ターの役割は重要。

理事会等見直し、評議員会から経営委員
会に変更。

順調に事業収入を伸ばしている。
必要経費に対し、それを上回る事業収入
がある。

課
題

今後リサイクル率向上から売上げが伸び
悩む可能性もあり積極的なＰＲ・営業活動
が必要

事業収入では建設償還費まで充足できな
い。事務の効率化と営業活動の充実及び
受け入れ料金の見直しを検討。

25

3 現
状

「運営改善計画」を策定し、観光施設の廃止等
大幅な見直しを行ってきた。その結果、都市公
園管理受託を中心とする業態へと変化してい
る。

運営改善計画により徹底的な見直しを実
施。

県立都市公園の管理については利用者
が前年実績を上回った。国民宿舎の運営
事業も概ね黒字で推移している。

単年度収支については、過年度退職手当
引当金不足額を計画的に積み立てている
ものである。これまで財務体質改善のた
め、職員給与まで踏み込んだ経営努力を
行っている。

課
題

「指定管理者制度」導入に伴い財務体質の更
なる改善を図るとともに、今後のあり方につい
て抜本的な検討が必要。

役員体制について見直しが必要。

26

4 現
状

県からの一部の事業委託を除いては、一般の
民間法人と同様な立場で主体的な運営がなさ
れている。

自律的・効率的な組織運営実施。
経済情勢の変化や県民ニーズの変化に
的確に対応できるよう効率的な事業展開
が図られている。

自主事業、県委託事業ともに効率的に適
正に運営されいる。

課
題

27

5 現
状

高齢化、過疎化など厳しい状況の中、農業・農
村の発展を図るため、農業の担い手育成・確
保への対応が求められている。

理事会等見直し、評議員会から経営委員
会に変更。公社専務が農業会議事務局
長と兼任することを検討。

担い手等への農地集積、新規就農者への
資金貸し付けを行い農業振興に貢献し
た。

県への財政依存度が高まっており、より効
率的運営が必要。農業会議との事務局統
合により管理経費の圧縮を図る。

課
題

理事定数の見直し、労務管理の適正化等
のコスト削減に努めることが必要。

(財)島根県環
境管理セン
ター

(社)島根県観
光開発公社

(社福)島根県
社会福祉事
業団

(財)しまね農
業振興公社

50
％
未
満
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